
 

    県議選 No.１７2 

                 令和５年３月３０日 

                                           石川県選挙管理委員会 

                                              （直通 076-225-1282） 

                                                      （内線 3547 ～ 3549） 

 

石川県議会議員選挙の法定選挙運動費用額について 

 

 令和５年４月９日執行予定の石川県議会議員選挙に係る選挙人名簿の選挙時登録が３月 

３０日に行われ、同日現在の選挙人名簿登録者総数が定まった。 

 これにより、石川県議会議員選挙における法定選挙運動費用額（選挙運動に関する支出 

限度額）は、公職選挙法の規定により下記のとおりとなった。 

 

金沢市選挙区          ５，８４４，６００円 

七尾市選挙区          ５，６７０，６００円 

小松市選挙区          ５，７２０，７００円 

輪島市選挙区          ５，６８２，０００円 

珠洲市鳳珠郡選挙区       ５，２４８，９００円 

加賀市選挙区          ６，１４７，２００円 

羽咋市羽咋郡南部選挙区     ６，２６０，０００円 

かほく市選挙区         ６，３７１，７００円 

白山市選挙区          ５，８３３，０００円 

能美市能美郡選挙区       ５，７７９，０００円 

野々市市選挙区         ５，７２８，０００円 

河北郡選挙区          ６，１００，３００円 

羽咋郡北部選挙区        ５，２８２，６００円 

鹿島郡選挙区          ５，１１３，１００円 

 

 

［算定方法］ 

８３円 × 

３月３０日現在の当該選挙区の選挙人名簿登録者数 

＋ ３９０万円 

当該選挙区の議員定数 

（１００円未満の端数は切り上げ）   


